
公益財団法人 国際協和奨学会

令和4年度

日本人海外留学奨学生募集要項

公益財団法人国際協和奨学会（以下「当奨学会」という）は、わが国の大学、

大学院、 もしくは専修学校（以下、「大学等」という）に在学もしくは卒業した

又は修了した日本国籍を有する海外留学希望者を対象として、 令和4年度（第

37回生）の奨学金受給者（以下「奨学生」という）を下記により募集する。

記

1. 応募資格

奨学生として応募が可能な者は、 日本国籍を有する海外留学希望者でかつ

奨学金の受給期間において下記の資格等に該当する者とする。

(1)海外の大学等の正規の課程(*)に進学希望している者

＊正規の課程とは大学院の場合、 学位取得が可能な課程（マスター
コ ース以上）とする。 予備コ ー スヘの入学や条件付き合格、 ポスト

グラデュエイトディプロマ等は対象としない。

(2)対象専攻分野 制限なし

(3)学業・人物ともに優秀で、 かつ経済的援助を必要とする者

(4)日本国内のみならず、 外国の政府並びに諸団体からの奨学金を受け
ていない者

(5)国際的感覚及び親善に関心を持ち国際交流に貢献を期する者

(6)既婚又は扶養家族のいる学生は、 その家族の生活費を賄うのに充分
な資金の証明が出来る者

(7)留学先の言語もしくは英語の能力が充分であること

2. 奨学生の採用人員

若干名

3. 奨学金

(1)奨学金は、 奨学生本人に月額120,000円を原則毎月支給する。

(2)奨学金は、 返還を要しない。
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4. 奨学金の支給期間

奨学金の支給期間は、令和4年9月から令和4年12月までの入学ととも

に支給開始から2年以内とする。 ただし、修学期間満了時をもって終了す

る。 また、令和4年12月までに入学できない場合は、奨学金の支給を取消

とする。なお、入学時期が4月から8月の場合には、個別相談に 応じます。

5. 応募の手続

(1)奨学生に応募する者は、様式1の申請書に次の書類を添えて、大学等

の指定する日までに在学する大学等宛に提出しなければならない。

①学業成績証明書

②指導教員等の推薦状（様式2)
③在学証明書

④健康診断書(3ヵ月以内） （当該年度に学内で実施された健康診断結

果でも可）

⑤写真（上半身5X4cm•3ヵ月以内）を2枚(1枚は申請書に貼付し、

1枚は裏面に撮影年月日と氏名を記入し、別途同封すること）

⑥学業・研究計画書（大学等で学ぶ専門課程について、 800字以内、

用紙適宜）

⑦留学先の入学許可書（コピー可、合格後に提出可）

⑧留学先の大学案内等資料（コピー可）

⑨令和4年度応募論文（別紙2課題より選択：手書き）

(2) (1)の申請があったときは、 当該大学等が適当と認めた者に対して

当該大学等は（様式3)による推薦書を付し、 当奨学会に提出する。

6. 応募の締切日

令和3年11月26日（金）必着（在学中および卒業した大学へ）

7. 選考および決定

当奨学会は、 上記5（応募の手続）により大学等から推薦があった者につ

いて選考委員会に諮り、 第1次選考（書類選考）の合格者には第2次選考（面接

試験2月中旬、 面接にかかる交通費等の費用は自己負担とする）を順次行い、

奨学生を決定する。 採否の結果については、 令和4年3月中旬までに大学等

の推膊者に郵送等により通知する。
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